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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェハ検査プロセスを生成するためのコンピュータで実行される方法であって：
　ウェハを検査システムでスキャニングして、ウェハ上の欠陥を検出し；
　スキャニング中の検査システムの１以上の検出器の出力を、出力がウェハ上で検出され
る欠陥に対応するか否かに関係なく保存し；
　ウェハの試験によって検出されたビット不良に対応するウェハ上の物理的な位置を、欠
陥が検出されなかった物理的な位置の第１部分と欠陥が検出された物理的な位置の第２部
分とに分離し；
　１以上の欠陥検出方法を、物理的な位置の第１部分に対応する保存された出力に適用し
て、物理的な位置の第１部分での欠陥を検出するものであり、前記適用は、物理的な位置
の第１部分に対応する前記保存された出力に１以上の欠陥検出方法を繰り返し適用し、物
理的な位置の第１部分で検出された欠陥をビット不良と比較し、物理的な位置の第１部分
で欠陥が検出されるまで１以上の欠陥検出方法の１以上のパラメータを変更することを含
み、；
　物理的な位置の第１部分で１以上の欠陥検出方法によって検出される欠陥に基づいてウ
ェハ検査プロセスを生成することを含み、前記保存、分離、適用、および生成がコンピュ
ータシステムで実施される、方法。
【請求項２】
　ウェハが、スキャニングステップ以外の方法の任意のステップのために用いられない、
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請求項１記載の方法。
【請求項３】
　試験の結果に基づいてビット不良に対応するウェハ上の物理的な位置を決定することを
さらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　検査システムが光学または電子線検査システムを含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　キラー欠陥として物理的な位置の第１部分で１以上の欠陥検出方法によって検出される
欠陥を指定することをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記分離が、検査システムによって報告される欠陥の座標を物理的な位置の座標と比較
することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記分離が、検査システムによって報告される欠陥の座標をビットマップドメインに変
換し、ビット不良のビットマップドメイン座標を検査システムによって検出される欠陥の
ビットマップドメイン座標と比較することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　適用ステップのためのホットスポットとして物理的な位置の第１部分に関する情報を保
存することをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記１以上の欠陥検出方法の前記１以上のパラメータを変更することは、保存された出
力に適用される１以上の欠陥検出方法の１つを、１以上の欠陥検出方法のもう１つ別の方
法を保存された出力に適用することによって検出される欠陥に応じて変更することを含む
、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記スキャニングが、異なる層がウェハ上に形成された後に検査システムでウェハをス
キャニングして、異なる層上の欠陥を検出することを含み、この場合、物理的な位置が少
なくとも２つの異なる層上の物理的な位置を含み、ウェハ検査プロセスが１以上の異なる
層について生成される、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　１以上の欠陥検出方法についてユーザーからの入力を取得することをさらに含む、請求
項１記載の方法。
【請求項１２】
　１以上の欠陥検出方法が同じ欠陥検出アルゴリズムの１以上のパラメータについて異な
る値を有する同じ欠陥検出アルゴリズムを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　１以上の欠陥検出方法が異なる欠陥検出アルゴリズムを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　１以上の欠陥検出方法の第１の方法が１以上の検出器の第１のセットによって生成され
る出力を使用し、１以上の欠陥検出方法の第２の方法が第１セットと異なる１以上の検出
器の第２のセットによって生成される出力を使用する、請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　ウェハ検査プロセスの生成が、ウェハ検査プロセスの１以上の欠陥検出方法のうちの少
なくとも１つおよび１以上の欠陥検出方法の少なくとも１つに入力されるウェハ検査プロ
セス中の出力を生成するために用いられる１以上の検出器の少なくとも１つを選択するこ
とを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記生成が、物理的な位置の第２部分で検査システムによりウェハ上で検出される欠陥
と組み合わせて、物理的な位置の第１部分で１以上の欠陥検出方法によって検出される欠
陥に基づいてウェハ検査プロセスを生成することを含む、請求項１記載の方法。
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【請求項１７】
　前記適用が、１以上の欠陥検出方法を物理的な位置の第１および第２部分に対応する保
存された出力に適用して、物理的な位置の第１および第２部分での欠陥を検出することを
さらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項１８】
　前記生成が、物理的な位置の第１および第２部分で１以上の欠陥検出方法によって検出
される欠陥に基づいてウェハ検査プロセスを生成することを含む、請求項１７記載の方法
。
【請求項１９】
　ウェハ検査プロセスを生成するためのコンピュータで実行される方法を実施するための
コンピュータシステムで実行可能なプログラム命令を保存する非一時的コンピュータ可読
媒体であって、コンピュータで実行される方法が：
　出力がウェハ上で検出される欠陥に対応するか否かに関係なく、ウェハ上の欠陥を検出
するために実施されるウェハのスキャニングの間の検査システムの１以上の検出器の出力
を保存し；
　ウェハの試験によって検出されるビット不良に対応するウェハ上の物理的な位置を、欠
陥が検出されなかった物理的な位置の第１部分と欠陥が検出された物理的な位置の第２部
分とに分離し；
　１以上の欠陥検出方法を物理的な位置の第１部分に対応する保存された出力に適用して
、物理的な位置の第１部分で欠陥を検出するものであり、前記適用は、物理的な位置の第
１部分に対応する前記保存された出力に１以上の欠陥検出方法を繰り返し適用し、物理的
な位置の第１部分で検出された欠陥をビット不良と比較し、物理的な位置の第１部分で欠
陥が検出されるまで１以上の欠陥検出方法の１以上のパラメータを変更することを含み、
；
　物理的な位置の第１部分で１以上の欠陥検出方法によって検出される欠陥に基づいてウ
ェハ検査プロセスを生成することを含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　ウェハ検査プロセスを生成するように構成されたシステムであって：
　ウェハをスキャニングして、ウェハ上の欠陥を検出するように構成された検査サブシス
テム；および
　出力がウェハ上で検出される欠陥に対応するか否かに関係なくスキャニング中の検査サ
ブシステムの１以上の検出器の出力を保存し；
　ウェハの試験によって検出されるビット不良に対応するウェハ上の物理的な位置を、欠
陥が検出されなかった物理的な位置の第１部分と、欠陥が検出された物理的な位置の第２
部分とに分離し；
　物理的な位置の前記第１部分に対応する保存された出力に１以上の欠陥検出方法を適用
して、物理的な位置の第１部分で欠陥を検出するものであり、前記適用は、物理的な位置
の第１部分に対応する前記保存された出力に１以上の欠陥検出方法を繰り返し適用し、物
理的な位置の第１部分で検出された欠陥をビット不良と比較し、物理的な位置の第１部分
で欠陥が検出されるまで１以上の欠陥検出方法の１以上のパラメータを変更することを含
み、；
　物理的な位置の第１部分で１以上の欠陥検出方法によって検出される欠陥に基づいてウ
ェハ検査プロセスを生成するように構成されたコンピュータサブシステムを含む、システ
ム。
【請求項２１】
　ウェハが、コンピュータサブシステムによって実施されるいずれのステップにも用いら
れない、請求項２０記載のシステム。
【請求項２２】
　コンピュータサブシステムがさらに、試験の結果に基づいてビット不良に対応するウェ
ハ上の物理的な位置を決定するように構成された、請求項２０記載のシステム。
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【請求項２３】
　検査サブシステムが光学または電子線検査サブシステムを含む、請求項２０記載のシス
テム。
【請求項２４】
　コンピュータサブシステムがさらに、キラー欠陥として物理的な位置の第１部分で１以
上の欠陥検出方法によって検出される欠陥を指定するように構成された、請求項２０記載
のシステム。
【請求項２５】
　前記分離が、検査サブシステムによって報告される欠陥の座標を物理的な位置の座標と
比較することを含む、請求項２０記載のシステム。
【請求項２６】
　前記分離が、検査サブシステムによって報告される欠陥の座標をビットマップドメイン
に変換し、ビット不良のビットマップドメイン座標を検査サブシステムによって検出され
る欠陥のビットマップドメイン座標と比較することを含む、請求項２０記載のシステム。
【請求項２７】
　コンピュータサブシステムがさらに、適用ステップのためのホットスポットとして物理
的な位置の第１部分に関する情報を保存するように構成された、請求項２０記載のシステ
ム。
【請求項２８】
　前記適用が、保存された出力に適用される１以上の欠陥検出方法の１つを、１以上の欠
陥検出方法のもう１つ別の方法を保存された出力に適用することによって検出される欠陥
に応じて変更することをさらに含む、請求項２０記載のシステム。
【請求項２９】
　検査サブシステムがさらに、異なる層がウェハ上に形成された後にウェハをスキャニン
グして、異なる層上の欠陥を検出するように構成され、この場合、物理的な位置が少なく
とも２つの異なる層上の物理的な位置を含み、ウェハ検査プロセスが１以上の異なる層に
ついて生成される、請求項２０記載のシステム。
【請求項３０】
　コンピュータサブシステムがさらに、１以上の欠陥検出方法についてユーザーからの入
力を取得するように構成された、請求項２０記載のシステム。
【請求項３１】
　１以上の欠陥検出方法が同じ欠陥検出アルゴリズムの１以上のパラメータについて異な
る値を有する同じ欠陥検出アルゴリズムを含む、請求項２０記載のシステム。
【請求項３２】
　１以上の欠陥検出方法が異なる欠陥検出アルゴリズムを含む、請求項２０記載のシステ
ム。
【請求項３３】
　１以上の欠陥検出方法の第１の方法が１以上の検出器の第１のセットによって生成され
る出力を使用し、１以上の欠陥検出方法の第２の方法が第１セットと異なる１以上の検出
器の第２のセットによって生成される出力を使用する、請求項２０記載のシステム。
【請求項３４】
　ウェハ検査プロセスの生成が、ウェハ検査プロセスの１以上の欠陥検出方法のうちの少
なくとも１つおよび１以上の欠陥検出方法の少なくとも１つに入力されるウェハ検査プロ
セス中の出力を生成するために用いられる１以上の検出器の少なくとも１つを選択するこ
とを含む、請求項２０記載のシステム。
【請求項３５】
　前記生成が、物理的な位置の第２部分で検査サブシステムによりウェハ上で検出される
欠陥と組み合わせて、物理的な位置の第１部分で１以上の欠陥検出方法によって検出され
る欠陥に基づいてウェハ検査プロセスを生成することを含む、請求項２０記載のシステム
。
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【請求項３６】
　前記適用が、１以上の欠陥検出方法を物理的な位置の第１および第２部分に対応する保
存された出力に適用して、物理的な位置の第１および第２部分での欠陥を検出することを
さらに含む、請求項２０記載のシステム。
【請求項３７】
　前記生成が、物理的な位置の第１および第２部分で１以上の欠陥検出方法によって検出
される欠陥に基づいてウェハ検査プロセスを生成することを含む、請求項３６記載のシス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概してビット不良および仮想検査を用いてウェハ検査プロセスを生成させるた
めの方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　以下の説明および例は、この節に含まれていることによって先行技術であると認められ
るものではない。
【０００３】
　検査プロセスを半導体製造プロセス中の様々な段階で使用して、ウェハ上の欠陥を検出
して、製造プロセスにおいてさらに高収率、そしてさらに高い利益を促進する。検査は常
に半導体デバイスの製造の重要な部分であった。しかしながら、半導体デバイスの寸法が
小さくなるにつれ、許容できる半導体デバイスの製造の成功のために検査はなお一層重要
になる。なぜなら、さらに小さな欠陥がデバイスの故障の原因となり得るからである。
【０００４】
　いくつかの検査レシピ（または検査プロセスを実施するために使用される１組の命令）
は既知の関心対象の欠陥（ＤＯＩ）に基づいて生成されてきた。例えば、検査レシピは、
関心対象でない他の欠陥、障害（nuisance）、およびノイズを検出することなくできるだ
け多くのＤＯＩを検出するようにセットアップすることができる。このようにして検査レ
シピをセットアップする際の１つの問題は、どのＤＯＩがキラー欠陥になり、デバイスを
故障させる原因になるかが常にわかるわけではないことである。例えば、欠陥がキラー欠
陥であるかどうかを確認するための簡単な方法は現在のところない。ユーザーは、サイズ
、分類、および位置などのその特性に基づいて、またユーザーの欠陥に関連する経験に基
づいて、欠陥がキラー欠陥であるかどうかを推測することができる。しかしながら、ユー
ザーはどの欠陥がキラー欠陥になるかをどのような正確度または精度でも予測することが
できない可能性がある。したがって、最も関心の高い欠陥、つまりキラー欠陥を検出する
ために検査レシピをセットアップすることは必ずしも容易であるとは限らないか、または
さらには可能であるとは限らない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０２９７０１９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、前述の欠点の１以上を有しないウェハ検査プロセスを生成するためのシス
テムおよび／または方法を開発することが有利である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　様々な実施形態の以下の説明は、添付の特許請求の範囲の主題を限定するとは決して解
釈されるべきではない。
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【０００８】
　１つの実施形態はウェハ検査プロセスを生成するためのコンピュータで実行される方法
に関する。方法は、検査システムでウェハをスキャニングして、ウェハ上の欠陥を検出す
ることを含む。方法はさらに、出力がウェハ上で検出される欠陥に対応するか否かに関係
なく、スキャニングの間に検査システムの１以上の検出器の出力を保存することも含む。
加えて、方法は、ウェハの試験によって検出されるビット不良に対応するウェハ上の物理
的な位置を、欠陥が検出されなかった物理的な位置の第１部分と欠陥が検出された物理的
な位置の第２部分とに分けることを含む。方法は、１以上の欠陥検出方法を物理的な位置
の第１部分に対応する保存された出力に適用して、物理的な位置の第１部分で欠陥を検出
することをさらに含む。方法はさらに、物理的な位置の第１部分で１以上の欠陥検出方法
によって検出される欠陥に基づいてウェハ検査プロセスを生成することも含む。保存ステ
ップ、分離ステップ、適用ステップ、および生成ステップはコンピュータシステムで実施
される。
【０００９】
　前述の方法は、本明細書中でさらに記載されるようにして実施してもよい。加えて、前
述の方法は本明細書中で記載される任意の他の方法（複数可）の任意の他のステップ（複
数可）を含み得る。さらに、前述の方法は本明細書中で記載されるシステムのいずれかに
よって実施してもよい。
【００１０】
　別の実施形態は、ウェハ検査プロセスを生成するためのコンピュータで実行される方法
を実施するためのコンピュータシステムで実行可能なプログラム命令を保存する非一時的
コンピュータ可読媒体に関する。コンピュータで実行される方法は、前述の方法の保存ス
テップ、分離ステップ、適用ステップ、および生成ステップを含む。コンピュータ可読媒
体は本明細書中で記載されるようにさらに構成され得る。コンピュータで実行される方法
のステップは、本明細書中でさらに記載されるようにして実施することができる。加えて
、プログラム命令が実行可能なコンピュータで実施される方法は、本明細書中で記載され
る任意の他の方法（複数可）の任意の他のステップ（複数可）を含み得る。
【００１１】
　さらなる実施形態は、ウェハ検査プロセスを生成するように構成されたシステムに関す
る。システムは、ウェハ上の欠陥を検出するためにウェハをスキャニングするように構成
された検査サブシステムを含む。システムはさらに、前述の方法の保存ステップ、分離ス
テップ、適用ステップおよび生成ステップを実施するように構成されたコンピュータサブ
システムも含む。システムは、本明細書中に記載されるようにさらに構成することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本発明の他の目的および利点は、以下の詳細な説明を読み、添付の図面を参照すると明
らかになるであろう。
【図１】図１は、ウェハ検査プロセスを生成するための方法の１つの実施形態を示す流れ
図である。
【図２】図２は、３つの異なる検査レシピと３つの異なるレシピパラメータ、およびビッ
ト不良を３つの異なる検査レシピによって得られる欠陥検出結果と比較する結果を示す略
図である。
【図３】図３は、本明細書中で記載されるコンピュータで実行される１以上の方法を実施
するためのコンピュータシステムで実行可能なプログラム命令を含む非一時的コンピュー
タ可読媒体の１つの実施形態を表すブロック図である。
【図４】図４は、ウェハ検査プロセスを生成するように構成されたシステムの１つの実施
形態の側面図を表す略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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　本発明は様々な修正および代替形態の影響を受けやすいが、その特定の実施形態を図面
で一例として示し、本明細書中で詳細に記載する。しかしながら、図面およびその詳細な
説明は本発明を開示された特定の形態に限定することを意図せず、それどころか、添付の
特許請求の範囲によって規定されるような本発明の主旨および範囲内に含まれる全ての修
正、等価物および代替物に及ぶことを意図すると理解されるべきである。
【００１４】
　ここで図面に着目すると、図は一定の比率で描かれていないことに留意する。特に、図
の要素のいくつかのスケールは、その要素の特徴を強調するために大幅に拡大されている
。図は同じスケールで描かれていないことにも留意される。同じように構成され得る２以
上の図で示される要素は同じ参照番号を用いて表示されている。
【００１５】
　１つの実施形態は、ウェハ検査プロセスを生成するためのコンピュータで実行される方
法に関する。方法は、ウェハを検査システムでスキャニングして、ウェハ上の欠陥を検出
することを含む。ウェハの検査システムでのスキャニングは、任意の好適な方法で実施す
ることができる。ウェハのスキャニングの間、本明細書中で記載されるように構成された
ものであり得る検査システムの１以上の検出器は、シグナル、画像シグナル、データ、画
像データなどの出力を生成し、これを用いてウェハ上の欠陥を検出することができる。例
えば、１以上の欠陥検出方法を生成された出力に適用して、ウェハ上の欠陥を検出するこ
とができる。欠陥は、粒子、パターン欠陥などのウェハ上の任意の物理的欠陥を含み得る
。
【００１６】
　１つの実施形態において、検査システムは光学または電子線検査システムを含む。その
ような検査システムは本明細書中でさらに記載されるように構成することができる。この
ように、前述のスキャニングステップのために用いられる検査システムは、ウェハ上の電
気的欠陥を検出する電気的試験システムでない。しかしながら、そのような電気的試験シ
ステムを、本明細書中でさらに記載されるようにウェハ上のビット不良を検出するために
使用してもよい。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、ウェハのスキャニングは、異なる層がウェハ上に形成さ
れた後にウェハを検査システムでスキャニングして、異なる層上の欠陥を検出することを
含む。例えば、ウェハ製造プロセスでウェハ上に各層が形成された後に、検査をウェハに
関して実施することができる。各検査プロセスは、層が検査のために用いられるように設
計することができる。したがって、異なる検査プロセスは、ウェハが製造プロセス中のど
こにあるかに応じて、ウェハに関して実施することができる。
【００１８】
　方法はさらに、出力がウェハ上で検出される欠陥に対応するかどうかに関係なく、スキ
ャニングの間、検査システムの１以上の検出器の出力を保存することも含む。このように
、方法は、図１のステップ１００で示されるように、ウェハ上に形成された１以上の異な
る層について使用可能な仮想検査でウェハを検査することを含み得る。効果的な仮想検査
は、２０１２年２月２８日にBhaskar et al.に発行された、参照によって本明細書中で完
全に記載されているかのように援用される、米国特許第８，１２６，２５５号で記載され
ているようにして実施することができる。加えて、本明細書中で記載される仮想検査を実
施するように構成されたシステム、すなわち仮想検査機は、この特許で記載されるように
構成することができる。
【００１９】
　保存ステップは、保存された出力が、スキャニングの間、ウェハに関して生成された出
力の全てを含み得る点でウェハ上で検出された欠陥に対応するか否かに関係なく、出力を
保存し得る。例えば、ウェハ上で検出される欠陥に対応する出力のみが保存されるか、ま
たは出力のいずれも保存されない可能性があるほとんどの検査方法と異なり、仮想検査で
は、出力を使用して、欠陥が検出された位置を欠陥が検出されなかった位置と同様に含む
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ウェハ上の位置を再検討することができるように、スキャニングによって生成される出力
の全て（または実質的な部分）を保存することができる。例えば、本明細書中で記載され
るように一旦出力が保存されたら、保存された出力を使用して、実際のウェハを使用する
ことなく、そしてウェハのさらなるスキャニングを実施することなく、保存された出力お
よび１以上の欠陥検出方法を使用するウェハのさらなる検査を実施してもよい。物理的ウ
ェハが検査のために用いられないので、そのような検査はしたがって「仮想」である。出
力を上述の特許で記載された仮想検査システムで保存してもよく、そのようなシステムを
、本明細書中で記載されるさらなるステップを実施するために使用してもよい。ウェハの
検査によって得られる検査システムの任意の他の結果も出力として同一または異なる記憶
媒体に保存することができ、本明細書中で記載される方法およびシステムによって使用す
ることができる。
【００２０】
　１つの実施形態において、ウェハは、スキャニングステップ以外の方法のステップのた
めに使用されない。特に、スキャニングの間に生成される出力は前述のように保存され、
本明細書中で記載されるものなどのさらなる検査のために再使用することができるので、
ウェハは本明細書中で記載される他の方法のために必要とされない。例えば、１以上の欠
陥検出方法を本明細書中で記載されるように保存された出力に適用することができるので
、ウェハは適用ステップのための出力を生成させるために再スキャニングする必要がない
。
【００２１】
　出力をさらに、ウェハの異なる層について実施されるウェハの複数の検査のために保存
してもよい。このように、物理的ウェハの対応する実際の検査ができなくなる場合に、保
存された出力を使用してウェハの仮想検査を実施することができる。例えば、一度ウェハ
上の層が形成され、検査されると、一般的に、その上に完全なデバイスが製造されるまで
その層の上にさらなる層が形成される。このように、以前に形成された層に戻り、さらな
る層がその層の上に形成されていないかのようにそれを検査することは典型的には可能で
はない。加えて、下層を再検査することができるようにウェハ上の上層を除去することを
試みるのは非常に望ましくない。したがって、ウェハ製造がほとんど完了し、ライン最終
段階試験（end-of-line testing）が実施された後のウェハの下層検査のために本明細書
中に記載されるようにして保存された出力を使用することは、製造中のその時点で、他の
方法では不可能な以前に形成された層についての検査を提供し得る。
【００２２】
　方法はさらに、ウェハの試験によって検出されるビット不良に対応するウェハ上の物理
的な位置を、欠陥が検出されなかった物理的な位置の第１部分と欠陥が検出された物理的
な位置の第２部分とに分けることも含む。例えば、各ウェハを製造プロセス全体にわたっ
て検査した後、ウェハをライン最終段階ウェハソートに送ってもよい。ウェハソートの間
、メモリを試験して、機能性を検証し、ビットマップ不良はウェハのこの機能試験の間に
捕捉される。ビットが故障する場合、ビット位置が捕捉される。故障したビットの正確な
位置を次にウェハの試験結果から特定することができる。それらのビット不良の位置およ
びウェハ上で検出される欠陥の位置に関する情報を次に使用して、ウェハ上で検出される
欠陥が、ビット不良のいずれかに対応するか否かを判定することができ、これは本明細書
中で記載されるような多くの異なる方法で実施することができる。このように、ウェハ上
の異なる位置を、ビット不良に対応する欠陥が検出された第１部分と、ビット不良に対応
する欠陥が検出されなかった第２部分とに分類することができる。
【００２３】
　１つの実施形態において、方法は、試験の結果に基づいてビット不良に対応するウェハ
上の物理的な位置を決定することを含む。例えば、図１のステップ１０２で示されるよう
に、方法は、ウェハ試験結果（例えば、ウェハソート試験結果）からビットマップを得る
ことを含み得る。ビットマップデータが入手可能であるならば、ビット位置は、任意の好
適な方法および／またはアルゴリズムを用いて物理座標（ウェハ座標）に置き換えること
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ができる。したがって、ビット不良位置および欠陥位置をウェハの物理座標において比較
して、どのビット不良がウェハ上で検出される対応する欠陥を有するかを判定することが
できる。加えて、方法はビット不良に対応する物理的な位置を決定することを含まない可
能性があるが、情報を生成した別のシステムまたは方法からそのような情報を取得するこ
とができる。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、物理的な位置の分離は、検査システムによって報告され
る欠陥の座標を、物理的な位置の座標と比較することを含む。例えば、一旦ビット不良に
対応する物理的な位置の座標が（本明細書中で記載される実施形態によるかまたはある他
の方法およびもしくはシステムによるかのいずれかで）決定されたら、それらの座標を、
検査システムによって決定・報告された欠陥座標と比較してもよい。欠陥座標と一致する
座標を有するビット不良に対応する物理的な位置を、次いで物理的な位置の第２部分と指
定することができ、欠陥座標のいずれとも一致しない座標を有するビット不良に対応する
物理的な位置は物理的な位置の第１部分と指定することができる。加えて、物理的な位置
座標および欠陥座標は、たとえ２つの座標が正確に一致しなくても、本明細書中で記載さ
れる比較のいずれかで「一致する」と判定される可能性がある（例えば、座標があるあら
かじめ決められた許容誤差内で一致して、報告された座標中の誤差、１組の座標を別の組
の座標に置き換えること、およびビット不良を誘発する欠陥の位置およびサイズにおける
固有の可変性が許容される場合）。
【００２５】
　別の実施形態において、物理的な位置の分離は、検査システムによって報告される欠陥
の座標をビットマップドメインに変換し、ビット不良のビットマップドメイン座標を検査
システムによって検出される欠陥のビットマップドメイン座標と比較することを含む。例
えば、本明細書中で記載される実施形態を使用して、比較的高分解能のビット－欠陥オー
バーレイを実施することができ、この場合、欠陥をビットマップドメインに変換して、実
際のビット不良を正確にオーバーレイする。検査システムによって報告される欠陥座標を
、任意の好適な方法および／またはアルゴリズムを用いて任意の好適なやり方でビットマ
ップドメインに変換することができる。このように、物理的な位置は、ビットマップドメ
イン座標を用いて分離してもよく、これは物理的な位置座標に関して前述のようにさらに
実施することもできる。このように、物理的な位置を、ビットマップドメイン座標または
欠陥もしくはウェハ座標を用いて分離してもよい。
【００２６】
　したがって、ビットマップ不良を検査システムによって報告される欠陥位置と多くの異
なる方法で比較することができる。例えば、図１のステップ１０４で示されるように、方
法はビットを欠陥と比較することを含み得、そしてステップ１０６で示されるように、方
法は、比較ステップの結果を使用して、欠陥とビット不良との間にヒットがあるかどうか
を判定することを含み得る。ビット不良に対応する検査システムによって検出される欠陥
は、デバイスを故障させたので、キラー欠陥と特定し、分類することができる。例えば、
ビット－欠陥オーバーレイを行うことによりヒットとして確認された欠陥は、キラー欠陥
であると見なすことができる。それらの欠陥の位置はその後、本明細書中で記載される物
理的な位置の第２部分になる。対応する物理的欠陥がそのような比較によって同定するこ
とができない任意のビット不良に関して、それらのビット不良に対応する物理的な位置は
本明細書中で記載される物理的な位置の第１部分中に含まれ得る。このように、本明細書
中でさらに記載されるように、ヒットを有さないが欠陥により誘発されるビット不良を示
すビット不良を仮想検査機にホットスポットとして送ることができる。
【００２７】
　前述のように、ウェハ上の異なる層を検査システムによってスキャニングすることがで
き、異なる層のそれぞれについて生成された出力を仮想検査機中に保存することができる
。１つのそのような実施形態において、物理的な位置は少なくとも２つの異なる層上の物
理的な位置を含む。そのような実施形態において、分離ステップは、異なる層およびレシ
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ピセッティングについてビット－欠陥をオーバーレイすることを含み得る。例えば、本明
細書中で記載されるようにビット不良と比較された欠陥は、欠陥が検出された層に関係な
くビット不良を引き起こし得るウェハ上で検出される任意の欠陥を含み得る。したがって
、欠陥がビット不良に対応するか否かを判定する場合、検討される欠陥は、ウェハの全て
の検査される層上で検出される全ての欠陥を含み得る。
【００２８】
　方法はさらに、１以上の欠陥検出方法を物理的な位置の第１部分に対応する保存された
出力に適用して、物理的な位置の第１部分で欠陥を検出することも含む。このように、方
法は、保存されたデータを使用する仮想検査を実施して、ビット不良を引き起こし、検査
中に検出されなかった欠陥を検出することを試みることを含み得る。１以上の欠陥検出方
法を保存された出力に適用することは、ウェハの実際の検査中に欠陥検出が実施されるの
とちょうど同じように実施することができる。例えば、１以上の欠陥検出アルゴリズムを
保存された出力に適用することができ、結果として検出される任意の欠陥についての情報
をある方法で保存することができる。２以上の欠陥検出方法を典型的にはこのステップに
おいて保存された出力に適用することができる。なぜなら、このステップの結果を本明細
書中でさらに記載されるようにして使用して、異なる欠陥検出方法の性能を評価し、それ
らの評価に基づいてウェハ検査プロセスが生成されるからである。加えて、（出力が生成
されたすべてのウェハ位置で欠陥を検出する）検査システムによって通常実施される検査
と異なり、本明細書中で記載される実施形態は欠陥検出方法（複数可）を物理的な位置の
第１部分のみに適用することができる。このように、層検査を実施するかわりに、本明細
書中で記載される実施形態は多くの独立した「スポット」検査を実施することができる。
しかしながら、適用ステップは、１以上の欠陥検出方法を、ウェハ上の異なる検査された
層の１以上について保存された出力の全部に適用することを含み得る。
【００２９】
　１つの実施形態において、１以上の欠陥検出方法は、同じ欠陥検出アルゴリズムの１以
上のパラメータについて異なる値を有する同じ欠陥検出アルゴリズムを含む。例えば、欠
陥検出方法は、アルゴリズムの閾値について異なる値を有する同じ欠陥検出アルゴリズム
を含み得る。別の実施形態において、１以上の欠陥検出方法は異なる欠陥検出アルゴリズ
ムを含む。例えば、欠陥検出方法は、異なる関数および異なるパラメータを有する欠陥検
出アルゴリズムを含み得る。いくつかの実施形態において、１以上の欠陥検出方法の第１
の方法は、１以上の検出器の第１セットによって生成される出力を使用し、１以上の欠陥
検出方法の第２の方法は、第１のセットと異なる１以上の検出器の第２のセットによって
生成される出力を使用する。例えば、欠陥検出方法は、同じ欠陥検出アルゴリズム（１以
上のパラメータについて異なる値を有しても有していなくてもよい）であるが、異なる検
出器によって得られた保存された出力の形態の欠陥検出アルゴリズムに対する異なる入力
を使用する欠陥検出アルゴリズムであり得る。あるいは、欠陥検出方法は、異なる検出器
によって産生される出力を使用する異なる欠陥検出アルゴリズムを含み得る。このように
、実施形態は、ビット不良を誘発する欠陥の検出で使用される同じ検査システムの異なる
検出器の適合性を評価するために適用ステップの結果を使用し得る。検出器（複数可）の
第１および第２のセットのそれぞれは１以上の検出器を含み得る。
【００３０】
　１つの実施形態において、方法は、適用ステップのホットスポットとして物理的な位置
の第１部分に関する情報を保存することを含む。例えば、図１のステップ１０８で示され
るように、方法は仮想検査にビット不良を出力することを含み得る。特に、方法は、ビッ
ト不良またはビット不良の一部を仮想検査にホットスポットとして物理座標とともに出力
または送達することを含み得る。このように、本明細書中で記載される実施形態は仮想検
査機のためのホットスポットとしてビットマップを使用し得る。加えて、ビットマップ不
良を仮想検査のためのホットスポット源の１つとして使用し得る。特に、本明細書中で記
載されるように、ビットマップを使用して、欠陥が検査システムによって検出されなかっ
た物理的な位置の第１部分を決定することができる。物理的な位置のその部分を次いで、
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適用ステップにおいて保存されたデータで実施された仮想検査（複数可）のためのホット
スポットと表示することができる。加えて、方法は、ビット－欠陥オーバーレイ結果（ヒ
ットおよび非ヒット不良）を仮想検査機にホットスポットとして提供することを含み得る
。このように、適用ステップは、ビット不良から決定されるホットスポットのみで多くの
独立した「スポット」検査を実施することができる。
【００３１】
　適用ステップは、前述のように、１）ウェハを使用可能な仮想検査で検査したステップ
１００の結果、および２）ステップ１０８の仮想検査に出力されたビット不良を用いた仮
想検査機として機能して、ステップ１１０に示される仮想検査結果をもたらす。このよう
に、キラー欠陥の潜在的な位置を仮想検査のホットスポットとして使用することができる
。加えて、図１のステップ１１２で示されるように、方法は、ビット不良位置で欠陥があ
るかどうかを判定するために仮想検査結果を使用することを含み得る。したがって、ビッ
ト不良を引き起こした欠陥を発見または特定できるように仮想検査機上の保存されたデー
タを使用して、欠陥が検査システムによって実施された検査（複数可）中に見逃された可
能性がある位置を再検討することができる。そのような欠陥はキラー欠陥であるので（そ
れらはビット不良を引き起こすので）、１つの実施形態において、方法は、物理的な位置
の第１部分で１以上の欠陥検出方法によって検出された欠陥をキラー欠陥と指定すること
を含み、このことは任意の好適な方法で実施することができる。
【００３２】
　本明細書中で記載される実施形態とは対照的に、現在知られているＤＯＩは、仮想検査
を含む検査のためのホットスポットとして使用することができる。しかしながら、上述の
ように、欠陥がキラー欠陥であるか否かは検証するのは簡単ではない。キラー欠陥は、経
験ならびに、サイズ、分類、および位置などの欠陥の特性に基づいてＤＯＩから特定する
ことができる。しかしながら、ＤＯＩを検証することができないので、そのようなホット
スポットを用いて実施される検査は正確ではなく、完全に科学的というわけではない。
【００３３】
　別の実施形態において、欠陥検出方法（複数可）を適用することは、保存された出力に
適用される１以上の欠陥検出方法の１つを、１以上の欠陥検出方法の別のものを保存され
た出力に適用することによって検出される欠陥に応じて変更することを含む。例えば、図
１のステップ１１４で示されるように、欠陥がビット不良位置で検出されない場合、方法
は、検査レシピパラメータを変更すること（すなわち、仮想検査結果を得るために用いら
れる欠陥検出方法のパラメータを変更すること）を含み得る。このように、適用ステップ
は、ビット不良位置で欠陥が検出されるまで繰り返し欠陥検出方法（複数可）を適用し、
欠陥をビット不良と比較し、そして欠陥検出方法の１以上のパラメータを変更することを
含み得る。変更された欠陥検出方法（複数可）の１以上のパラメータは、本明細書中で記
載される欠陥検出アルゴリズムパラメータ、欠陥検出アルゴリズム自体、または欠陥検出
アルゴリズムに対する入力（例えば、欠陥検出アルゴリズムへの入力として異なる検出器
によって得られる出力を使用）のいずれかを含み得る。
【００３４】
　いくつかのそのような実施形態において、適用ステップおよび本明細書中でさらに記載
されるウェハ検査プロセスの生成は、ユーザーによって実施され得る。例えば、いくつか
の実施形態において、方法は、１以上の欠陥検出方法のためにユーザーから入力を取得す
ることを含む。特に、ユーザーまたは技術者は上述のホットスポットに関する情報を使用
して、仮想検査機に関して検査パラメータを微調整することができる。このように、仮想
検査機に関して、技術者は、検査レシピパラメータを変更して、ビット不良の位置で欠陥
を発見することができる。
【００３５】
　方法はさらに、物理的な位置の第１部分で１以上の欠陥検出方法によって検出された欠
陥に基づいてウェハ検査プロセスを生成させることも含む。図１のステップ１１６で示さ
れるように、例えば、方法は、ステップ１０６で特定されたヒットおよびステップ１１２
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で特定されたビット不良位置で欠陥を検出するために使用される欠陥検出方法（複数可）
に基づいて検査レシピパラメータを生成することを含み得る。例えば、適用ステップで使
用される欠陥検出方法のそれぞれによって検出された欠陥を評価して、欠陥検出方法のど
れが検査システムによって見逃された欠陥を検出するのに最も成功を収めるかを判定する
ことができる。最も成功を収めた欠陥検出方法（複数可）を、ウェハ検査プロセス中に含
めるために選択することができる。
【００３６】
　適用ステップで欠陥検出方法（複数可）によって検出される欠陥はビット不良に対応す
る物理的な位置にあるので、適用ステップで検出される欠陥はキラー欠陥を主に含む。こ
のように、検出方法（複数可）は、欠陥検出方法（複数可）のそれぞれによって検出され
た、または検出することができるキラー欠陥に基づいて選択することができる。したがっ
て、本明細書中で記載される実施形態は、ほとんどのキラー欠陥を捕捉する検査レシピパ
ラメータを生成させることができる。
【００３７】
　ウェハ検査プロセスの生成は、既存の検査プロセス（例えば、スキャニング中にウェハ
上の欠陥を検出するために検査システムによって用いられる検査プロセス）を改変するこ
とを含み得る。したがって、ウェハ検査プロセスの生成を用いて、キラー欠陥を捕捉する
ように検査レシピを最適化してもよい。しかしながら、ウェハ検査プロセスは新たに生成
された検査プロセス（例えば、「最初から」作成されたウェハ検査プロセス）であり得る
。加えて、ウェハ検査プロセスを生成することは、実際の検査レシピを生成すること（こ
の場合、「レシピ」という用語は、プロセスを実施するためにシステムによって使用され
得る１セットの命令を指す）または実際の検査レシピを生成するための別のシステムもし
くは方法によって使用され得る情報を単に生成することを含み得る。
【００３８】
　保存、分離、適用、および生成ステップは、本明細書中で記載されるような構成にされ
得るコンピュータシステムで実施される。
【００３９】
　前述のように、ウェハの異なる層をスキャニングしてもよく、物理的な位置は少なくと
も２つの異なる層上にあり得る。１つのそのような実施形態において、ウェハ検査プロセ
スは、１以上の異なる層について生成される。例えば、仮想検査は異なる層上で実施する
ことができるので、ビット不良を引き起こした欠陥は、異なる層に関する仮想検査によっ
て検出され得る。ウェハ検査プロセス生成ステップは、異なる層に関して異なる検査プロ
セスを生成または改変するためにその情報を考慮してもよい。したがって、「ウェハ検査
プロセス」という用語は本明細書中で用いられる場合、全ウェハ製造プロセス中で異なる
時間に異なる層上のウェハに関して実施され得る検査の全ての１以上のいずれかの組み合
わせを指す。したがって、本明細書中で記載される実施形態は、ビット不良を誘発する欠
陥が位置する層に関係なく検出され得るようにウェハ上の任意の層について検査プロセス
を最適化することができる。したがって、ウェハ検査プロセス生成ステップの出力は、２
以上のウェハ層について２以上の検査レシピを含み得る。
【００４０】
　１つの実施形態において、ウェハ検査プロセスの生成は、ウェハ検査プロセスの１以上
の欠陥検出方法の少なくとも１つおよび１以上の欠陥検出方法の少なくとも１つへ入力さ
れるウェハ検査プロセス中の出力を生成するために用いられる１以上の検出器の少なくと
も１つを選択することを含む。例えば、前述のように、適用ステップは、ビット不良を誘
発する欠陥の検出で用いられる複数の検出器の適合性を評価できるように実施してもよい
。このように、生成ステップは、ウェハ検査プロセスの欠陥検出方法（複数可）の選択だ
けでなく、その出力がウェハ検査プロセスのために使用される検出器（複数可）の選択も
含み得る。生成ステップは、ウェハ検査プロセスで使用するための検査システムに含まれ
る検出器の全てまたは検出器のサブセットのみを選択してもよい。加えて、生成ステップ
は、異なる検出器（複数可）または検出器の異なるサブセットを欠陥検出アルゴリズムと
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ともに使用すべきであることを決定し得る。このように、ウェハ検査プロセスは：１）ａ
）実際の検査プロセス（複数可）での出力；およびｂ）仮想検査プロセス（複数可）での
保存された出力に適用される異なる欠陥検出方法；ならびに２）保存された出力を生成さ
せるために使用された任意の異なる光学パラメータから選択することによって生成させて
もよい。例えば、保存された出力の一部は、異なるイルミネーションパラメータを用いて
生成されたものであってもよく、方法は、適用ステップの結果に基づいてどのイルミネー
ションパラメータがウェハ検査プロセスでの使用に最も好適であるかを判定することがで
きる。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、ウェハ検査プロセスの生成は、物理的な位置の第２部分
で検査システムによりウェハ上で検出された欠陥と組み合わせられた物理的な位置の第１
部分で１以上の欠陥検出方法によって検出される欠陥に基づいたウェハ検査プロセスを生
成させることを含む。例えば、前述のように、方法は、検査システムによって検出される
欠陥におけるヒットを検出するために使用される欠陥検出方法（複数可）および仮想検査
においてビット不良位置で欠陥を検出するために使用される欠陥検出方法（複数可）に基
づいて検査レシピパラメータを生成させることを含み得る。１つのそのような例において
、ヒットを検出した欠陥検出方法（複数可）および仮想検査においてビット不良位置で欠
陥を検出した欠陥検出方法（複数可）はどちらもウェハ検査プロセスでの使用のために選
択され得る。
【００４２】
　別の実施形態において、欠陥検出方法（複数可）の適用は、１以上の欠陥検出方法を物
理的な位置の第１および第２部分に対応する保存された出力に適用して、物理的な位置の
第１および第２部分で欠陥を検出することを含む。例えば、図１中ステップ１１８として
示される任意のステップにおいて、方法は、疑わしい欠陥誘発性ビット不良においてフィ
ルターをかけることを含み得る。特に、ステップ１０６においてビット不良を誘発する原
因と疑われるものとして特定された欠陥は、それらの欠陥の位置をホットスポットととも
に仮想検査に送ることによって仮想検査で考慮してもよい。このように、欠陥が検出され
、ビット不良を引き起こしたと疑われる物理的な位置を、欠陥が検出されなかった物理的
な位置とともに仮想検査に送ってもよい。１つのそのような実施形態において、ウェハ検
査プロセスの生成は、物理的な位置の第１および第２部分で１以上の欠陥検出方法によっ
て検出される欠陥に基づいてウェハ検査プロセスを生成させることを含む。例えば、仮想
検査（複数可）は、ビット不良の全ての位置で欠陥検出を実施して、実施形態によって生
成されるウェハ検査プロセスによって検出することができるキラー欠陥の総数を最大にす
ることを試みることができる。
【００４３】
　図２で示される表は、キラー欠陥照合プロセスを実施し得る方法の一例を示す。この例
では、３つのレシピ（レシピ１、２、および３）を含むレシピ２００は、パラメータ２０
２、２０４、および２０６の少なくとも１つについて異なる設定を有する異なる検査レシ
ピである。レシピ１、２、および３はしたがって、本明細書中でさらに記載されるように
評価される欠陥検出方法であり得る。図２で示されるように、レシピ１は、パラメータ１
について値Ｘ、パラメータ２について値Ａ、およびパラメータ３について値Ｐを含み得る
。レシピ２は、パラメータ１について値Ｙ、パラメータ２について値Ｂ、およびパラメー
タ３について値Ｑを含む。レシピ３は、パラメータ１について値Ｚ、パラメータ２につい
て値Ｃ、およびパラメータ３について値Ｒを含み得る。そのような例において、パラメー
タ１の値Ｘ、Ｙ、およびＺは互いに異なる可能性があり、一方、パラメータ２の値Ａ、Ｂ
、およびＣは同一である可能性があり、パラメータ３の値Ｐ、Ｑ、Ｒは同一である可能性
がある。もちろん、パラメータの異なる値および同じ値の任意の他の組み合わせを本明細
書中で記載される実施形態で使用してもよく、評価してもよい。３つだけのパラメータを
図２で示すが、レシピは、任意の好適な数（示したものよりも多いかまたは少ない）のパ
ラメータを含み得る。
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【００４４】
　検査されるウェハが（例えば、ウェハソート機能試験によって）試験される場合、ビッ
ト不良を使用して、本明細書中でさらに記載されるように検査される欠陥を重ねてもよく
、これによってビット－欠陥オーバーレイ結果２０８を得ることができる。ビット不良は
歩留まりであるので、同じ（または実質的に同じ）位置／座標の欠陥はキラー欠陥と見な
される。図２で示される例において、ある共通の座標系（例えば、ビットマップ座標また
は物理的ウェハまたは検査システム座標）における欠陥およびビット不良の位置を示すマ
ップ２１４で示されるようにビット不良２１２として正確な位置で欠陥（例えば、欠陥２
１０）があるので、レシピ２はヒットを有する。ビット不良の位置またはその付近で欠陥
が見出されないので、レシピ１および３はヒットを有しない。ビット－欠陥オーバーレイ
の結果は、照合２１６として出力することもでき、これは図２で示されるように、１およ
び３についての「ヒットなし」の結果およびレシピ２についての「ヒット」の結果を含む
。したがって、レシピ２がキラー欠陥を捕捉するための最良のセッティングを有すると結
論づけることができる。このように、本明細書中で記載される実施形態を使用して、欠陥
技術者がキラー欠陥を捕捉し、歩留低下（yield excursion）をモニタリングするための
最良の検査レシピをセットアップするのに役立てることができる。
【００４５】
　前述の方法の実施形態のそれぞれは、本明細書中で記載される任意の他の方法（複数可
）の任意の他のステップ（複数可）を含んでもよい。さらに、前述の方法の実施形態のそ
れぞれは、本明細書中で記載されるシステムのいずれかによって実施してもよい。
【００４６】
　本明細書中で記載される方法のすべては、コンピュータ可読ストレージ媒体中に方法の
実施形態の１以上のステップの結果を保存することを含み得る。結果は、本明細書中で記
載される結果のいずれかを含み得、当該技術分野で公知の任意の方法で保存することがで
きる。ストレージ媒体は、本明細書中で記載される任意のストレージ媒体または当該技術
分野で公知の任意の他の好適なストレージ媒体を含み得る。結果が保存された後、結果を
ストレージ媒体中で評価することができ、本明細書中で記載され、ユーザーへのディスプ
レイのためにフォーマットされ、別のソフトウェアモジュール、方法、もしくはシステム
などによって使用される方法またはシステム実施形態のいずれかによって使用することが
できる。
【００４７】
　さらなる実施形態は、ウェハ検査プロセスを生成するためにコンピュータで実行される
方法を実施するためにコンピュータシステムで実行可能なプログラム命令を保存する非一
時的コンピュータ可読媒体に関する。１つのそのような実施形態を図３に示す。特に、図
３で示されるように、コンピュータ可読媒体３００はコンピュータシステム３０４で実行
可能なプログラム命令３０２を含む。コンピュータで実行される方法は、前述の方法の保
存ステップ、分離ステップ、適用ステップ、および生成ステップを含む。プログラム命令
が実行可能であるコンピュータで実行される方法は、本明細書中で記載される任意の他の
ステップ（複数可）を含み得る。
【００４８】
　本明細書中で記載されるものなどの方法を実行するプログラム命令３０２をコンピュー
タ可読媒体３００で保存することができる。コンピュータ可読媒体は、磁気もしくは光デ
ィスク、または磁気テープあるいは当該技術分野で公知の任意の他の好適な非一時的コン
ピュータ可読媒体などのストレージ媒体であり得る。
【００４９】
　プログラム命令は、特にプロシージャ方式の技術、コンポーネント方式の技術、および
／またはオブジェクト指向の技術を含む様々な方法のいずれかで実施することができる。
例えば、プログラム命令は、要望どおりにＡｃｔｉｖｅＸコントロール、Ｃ＋＋オブジェ
クト、Ｊａｖａ（登録商標）Ｂｅａｎｓ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　
Ｃｌａｓｓｅｓ（「ＭＦＣ」）、または他の技術もしくは方法を用いて実施することがで
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きる。
【００５０】
　コンピュータシステムは、パーソナルコンピュータシステム、画像コンピュータ、メイ
ンフレームコンピュータシステム、ワークステーション、ネットワークアプライアンス、
インターネットアプライアンス、または他のデバイスを含む様々な形態をとり得る。一般
的に、「コンピュータシステム」という用語は、記憶媒体からの命令を実行する１つ以上
のプロセッサを有する任意のデバイスを含むように広く定義され得る。コンピュータシス
テムはさらに、パラレルプロセッサなどの当該技術分野で公知の任意の好適なプロセッサ
も含み得る。加えて、コンピュータシステムは、独立型またはネットワーク化ツールのい
ずれかとして高速処理およびソフトウェアを有するコンピュータプラットフォームを含み
得る。
【００５１】
　さらなる実施形態は、ウェハ検査プロセスを生成するように構成されたシステムに関す
る。そのようなシステムの１つの実施形態を図４に示す。システムは、ウェハ４０２をス
キャニングしてウェハ上の欠陥を検出するように構成された検査サブシステム４００を含
む。検査サブシステムは、光学もしくは光方式検査サブシステムの場合は任意の好適な光
源または電子線方式の検査サブシステムの場合は任意の好適な電子線源を含み得るソース
４０４を含む。検査サブシステムを光方式検査サブシステムに関して本明細書中でさらに
記載するが、検査サブシステムは、それを電子線方式検査サブシステムにするために好適
な任意の方法で修正することができる。
【００５２】
　光源からの光は、ウェハ４０２へ光を向けるように構成されたビーム分割器４０６に向
けてもよい。したがって、光源およびビーム分割器は、任意の他の好適な要素（不図示）
、例えば１以上の集光レンズ、コリメートレンズ、リレーレンズ、対物レンズ、開口部、
スペクトルフィルター、偏光成分などを含み得る検査サブシステムのイルミネーションサ
ブシステムを形成し得る。図４で示されるように、光をビーム分割器によってウェハに垂
直な入射角で向けることができる。しかしながら、光をほぼ垂直な入射および斜入射を含
む任意の好適な入射角でウェハに向けることができる。加えて、光または複数の光線は１
より多い入射角で連続または同時にウェハに向けることができる。
【００５３】
　光をウェハに向けつつ、ウェハ４０２をステージ４０８上に配置する。ステージは任意
の好適な機械的またはロボット組立を含み得、光が検査サブシステムによってウェハ上を
スキャニングすることができるように光をウェハに向けつつ、１以上の方向でウェハを移
動させるように構成することができる。しかしながら、検査サブシステムは、任意の好適
な方法でウェハ上の光をスキャニングするように構成することができる。
【００５４】
　検査サブシステムはさらに、ビーム分割器４０６を通過するウェハから反射された光を
検出するように構成される検出器４１０も含む。検出器４１０は任意の好適な検出器を含
み得る。検出器４１０およびビーム分割器４０６は、したがって検査サブシステムの検出
サブシステムの少なくとも一部を形成することができる。検出サブシステムは、検出器と
、対物レンズ、リレーレンズ、拡大レンズ、ズームレンズ、開口部、スペクトルフィルタ
ー、回折格子、および偏光成分などのウェハとの間の光路中に位置する１以上の他の好適
な要素（不図示）を含み得る。検出器はウェハからの反射光を検出するので検査サブシス
テムはウェハの明視野（ＢＦ）検査のために構成することができる。
【００５５】
　検査サブシステムは、ウェハからの異なる光を同時または連続して検出するために使用
することができる２以上の検出器も含み得る。例えば、図４で示されるように、検査サブ
システムはウェハから散乱され、レンズ４１４によって集められる光を検出する検出器４
１２を含み得る。検出器４１２は任意の好適な検出器を含み得、レンズ４１４は任意の好
適なレンズを含み得る。検出器４１２およびレンズ４１４はしたがって、検査サブシステ
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ムの検出サブシステムの少なくとも一部を形成する。この検出サブシステムはさらに検出
器４１２とウェハ４０２との間の光路中に配置された上述のものなどの１以上の他の好適
な要素（不図示）も含み得る。検出器はウェハからの散乱光を検出するので、検査サブシ
ステムはウェハの暗視野（ＤＦ）検査のために構成することができる。
【００５６】
　検査サブシステムは、したがって、連続的または同時に実施することができるＢＦおよ
びＤＦ検査のために構成することができる。加えて、検査サブシステムは、ウェハからの
反射または散乱光を検出するように構成することができるさらなる検出サブシステムを形
成し得るさらなる検出器（不図示）を含み得る。
【００５７】
　システムはさらに、本明細書中で記載されるようにして実施することができる、本明細
書中で記載される保存、分離、適用、および生成ステップを実施するように構成されたコ
ンピュータサブシステム４１６も含む。例えば、コンピュータサブシステム４１６は、コ
ンピュータサブシステムが検査サブシステムの１以上の検出器の出力を受容することがで
きるように「有線」および／または「無線」伝送媒体を含み得る１以上の伝送媒体（不図
示）によって検出器４１０および４１２に連結することができる。コンピュータサブシス
テムは次いでウェハ上の欠陥を検出するために出力を使用することができ、本明細書中で
記載されるような出力を保存することができる。あるいは、検査サブシステムは、ウェハ
上の欠陥を検出するように構成された１つのコンピュータサブシステムを含み得、システ
ムは本明細書中で記載されるようにスキャニング中に検出器（複数可）の出力を保存する
ように構成された別の異なるコンピュータサブシステムを含み得る。したがって、コンピ
ュータサブシステムの１つは欠陥検出のために使用することができ、一方、他のコンピュ
ータサブシステムは本明細書中で記載されるように仮想検査機として構成され、使用され
る可能性がある。コンピュータサブシステムおよびシステムは、本明細書中で記載される
任意の他のステップ（複数可）を実施するような構成である可能性があり、本明細書中で
記載されるようにさらに構成される可能性がある。コンピュータサブシステムは、Bhaska
r et alによる上述の特許で記載されるようにさらに構成される可能性もある。
【００５８】
　図４は、本明細書中で記載されるシステム実施形態に含まれ得る検査サブシステムの１
つの構成を概ね示すために本明細書中で提供されることに留意する。明らかに、本明細書
中で記載される検査サブシステム構成は、商業的検査システムを設計する場合に通常実施
されるように検査サブシステムの性能を最適化するように改変してもよい。加えて、本明
細書中で記載されるシステムは、カリフォルニア州ミルピタスのＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒか
ら商業的に入手可能なＰｕｍａ　９０ｘｘ、９１ｘｘ、ａｎｄ　９３ｘｘシリーズのツー
ルなどの既存の検査システム（例えば、既存の検査システムに本明細書中で記載される機
能を付加することによって）を使用して実行してもよい。そのようなシステムのいくつか
に関して、本明細書中で記載される方法は、システムの任意の機能として（例えば、シス
テムの他の機能に加えて）提供することができる。あるいは、本明細書中に記載されるシ
ステムは、完全に新しいシステムを提供するために「最初から」設計してもよい。
【００５９】
　本発明の様々な態様のさらなる修正および別の実施形態はこの説明を考慮すると当業者
には明らかであろう。例えば、ビット不良および仮想検査を使用してウェハ検査プロセス
を生成させるための方法およびシステムが提供される。したがって、この記載は例示のみ
と解釈されるべきであり、当業者に本発明を実施する一般的な方法を教示するためのもの
である。本明細書中で示され、記載された発明の形態は現在のところ好ましい実施形態と
解釈されるべきであると理解されるべきである。要素および材料は、本明細書中で示され
、記載されているものと置換することができ、割合およびプロセスは逆にしてもよく、本
発明のある特徴は独立して利用することができ、すべて本発明のこの説明の恩恵にあずか
った後に当業者には明らかになる。以下の特許請求の範囲で記載される本発明の趣旨およ
び範囲から逸脱することなく、本明細書中で記載される要素に変更を加えることができる
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